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略歴
★前衆議院議員 あずま祥三 元秘書

★２００３年４月 区議会選挙 初当選

（３，３９２票 第１位）

★民主党東京都第１５区総支部副幹事長

議会
●新生クラブ 政策調査会 会長

●厚生委員会 委員

●防災・まちづくり対策特別委員会 委員

●防災会議 委員

自
治
権
拡
充
運
動
の
再
興

～
あ
る
べ
き
分
権
社
会
を
求
め
て
～

《ご
挨
拶
》

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。

平
成
１
８
年
度
が
ス
タ
ー
ト
致
し
ま
し
た
。

区
議
会
で
は
２
月
２
２
日
よ
り
平
成
１
８
年

第
１
回
定
例
会
が
開
催
、
予
算
審
査
特
別
委

員
会
に
お
け
る
平
成
１
８
年
度
予
算
案
集
中

審
議
が
行
わ
れ
、総
額
１
２
７
４
億
円
の
一
般

会
計
、
同
８
７
１
億
円
の
特
別
会
計
（健
保
、

老
健
、
介
護
）
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

《予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
て
》

予
算
審
査
で
は
、平
成
１
２
年
よ
り
都
区
間

で
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
た
「
特
別
区
財
政

調
整
制
度
の
積
み
残
し
５
課
題
」
が
事
実
上
、

妥
結
す
る
事
と
な
っ
た
結
果
を
受
け
て
、
今

後
の
２
３
区
側
の
東
京
都
に
対
す
る
自
治
権

拡
充
に
向
け
た
取
組
み
方
に
つ
い
て
、
私
の
考

え
方
を
明
示
し
ま
し
た
。

《自
治
権
拡
充
運
動
の
軌
跡
》

特
別
２
３
区
は
、
平
成
１
０
年
改
正
、
同
１
２

年
４
月
実
施
の
地
方
自
治
法
に
よ
り
、
首
都

東
京
の
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て

明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
は
、
「
地
方
自

治
」
と
い
う
概
念
が
日
本
政
治
の
中
で
始
め

て
日
の
目
を
浴
び
る
事
と
な
っ
た
戦
後
憲
法

下
で
、
区
長
公
選
や
課
税
権
限
の
制
定
な
ど

を
規
定
し
、
「
市
」と
同
等
の
権
能
を
得
る
事

と
な
っ
た
昭
和
２
２
年
自
治
法
制
定
以
来
、

区
長
公
選
制
の
廃
止
（
昭
和
２
７
年
改
正
）
や

福
祉
事
務
所
の
事
務
委
譲
（
同
３
９
年
改

正
）
、
区
長
公
選
復
活
や
人
事
権
確
立
（
同
４

９
年
改
正
）な
ど
、紆
余
曲
折
し
な
が
ら
辿
り

着
い
た
特
別
区
自
治
権
拡
充
運
動
の
集
大

成
で
あ
り
、
地
方
分
権
社
会
へ
の
舵
が
取
ら

れ
た
は
ず
で
し
た
。

《平
成
１
２
年
か
ら
の
都
区
協
議
の
結
果
》

し
か
し
な
が
ら
平
成
１
２
年
改
正
法
実
施

当
時
、都
区
間
に
積
み
残
さ
れ
た
５
課
題
（
都

区
間
の
役
割
分
担
と
財
源
配
分
、
制
度
改
正

に
よ
る
配
分
割
合
の
変
更
、
未
配
分
の
清
掃

関
連
経
費
、
学
校
改
築
の
財
源
措
置
、
都
市

計
画
税
の
配
分
）
を
平
成
１
７
年
度
ま
で
に

解
決
さ
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
都
区
間
協
議
で

は
、
平
成
１
８
年
度
財
調
交
付
金
と
は
別
に
、

２
３
区
全
体
で
２
０
０
億
円
の
特
別
交
付
金

と
い
う
根
拠
・
理
念
の
な
い
「見
せ
金
」
に
よ
っ

て
妥
結
し
、
懸
案
で
あ
っ
た
課
題
に
つ
い
て
は

何
ら
解
決
へ
の
方
向
性
を
共
有
す
る
事
な

く
、
事
実
上
の
先
送
り
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
都
区
協
議
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ

た
事
は
、
依
然
と
し
て
２
３
区
を
内
部
団
体

視
す
る
都
行
政
の
体
質
と
、
石
原
東
京
都
知

事
が
２
３
区
に
自
治
権
を
拡
充
さ
せ
る
こ
と

に
対
し
て
否
定
的
な
考
え
方
を
有
し
て
い
る

事
で
あ
り
、
特
別
区
が
戦
後
一
貫
し
て
求
め

て
き
た
大
都
市
東
京
に
お
け
る
都
と
区
の
役

割
と
責
任
を
明
確
に
し
、
政
治
行
政
を
住
民

の
最
も
身
近
に
引
き
寄
せ
る
自
治
権
拡
充

運
動
に
逆
行
す
る
事
と
指
摘
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

《自
治
権
拡
充
運
動
の
再
興
に
向
け
て
》

そ
の
上
で
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
都
区
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
共
同
機
関
に
お
い
て

は
、
協
議
開
始
前
に
、
東
京
都
か
ら
委
譲
さ

れ
る
べ
き
事
務
・権
限
・財
源
に
つ
い
て
、
ま
た

区
同
士
の
利
害
を
超
え
て
２
３
区
再
編
へ
の

主
体
的
な
取
組
み
も
含
め
て
、
今
こ
そ
改
め

て
、
２
３
区
長
・
議
会
が
共
通
認
識
を
持
つ
事

の
必
要
性
を
追
窮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
を
訴
え
ま
し
た
。
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区政まるつかみ情報版 ～平成１８年度予算より～

●介護保険料の改定について●

第３期介護保険料の改定が行われました。制度そのものが持続不可能となりつつある中、国会では「消費税

の目的税化」等がようやく議論されようとしておりますが、ひとまず横に置いて、第３期の介護保険料についてご

報告。（４０歳以上の全江東区民が対象です）第２期（平成１５年～１７年度）では所得状況に応じて４段階に設

定されていた保険料金が、７段階にまで細分化され、加えて税制改正による負担増を考慮し、７億円の基金を

取崩して激変緩和措置を２年間（平成１８年～１９年度）行います。詳しくは区ホームページをご覧下さい。

川北直人後援会からのお願い

● 街頭でのビラ配り（ボランティア）
● ポスター掲示場所のご提供
● 後援会へのご入会

お一人でも多くの方々に参加して頂き、共に政治活動

を行って行きたいと思っております。

お問い合せは、川北直人事務所まで

●放置自転車の土日祝日撤去開始へ●

区では、自転車の適正利用と良好で安全な歩行

空間の確保に向けて平日に限り撤去活動を行って

参りましたが、平成１８年度より全放置禁止区域に

よる、土日祝日撤去をスタートさせます。併せて日

祝日にも自転車保管場所を開放し、引き取り率の

向上も目指します。

《所得段階》

第一段階 （生活保護・老齢年金受給かつ世帯非課税）

第二段階 （世帯非課税かつ合計所得と課税年金収入が合計８０万円以下）

第三段階 （世帯非課税かつ合計所得と課税年金収入が合計８０万円以上）

第四段階 （本人住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる）

第五段階 （所得金額２００万円未満の住民税課税者）

第六段階 （所得金額２００万円以上５００万円未満の住民税課税者）

第七段階 （所得金額５００万円以上の住民税課税者）

《保険料額（月額）》

・・・ １，９００円

・・・ ２，４７０円

・・・ ２，８５０円

・・・ ３，８００円

・・・ ４，７５０円

・・・ ５，７００円

・・・ ６，０８０円

●子どもの医療費助成拡大へ●

子どもの病気やけがで医療機関を受診した際、

保険診療にかかる自己負担分の医療費を助成し

ます。対象と実施時期は以下の通りです。

☆中学３年生までの入院費：平成１８年４月より

☆小学３年生までの医療費：平成１９年１月より

●防災センター開設へ●

より高度な災害対策本部運営を確立し、新たな

災害情報・通信システムの活用を図ります。また災

害時に密接な関係が必要とされる防災課・道路

課・交通対策課・情報システム課が庁舎として利用

します。災害時避難行動についての紹介コーナー

や地震体験車なども備えています。

●木造住宅の耐震診断＆改修費助成●

昭和５６年以前の旧耐震基準で建築された木造

住宅の無料診断と精密診断、改修の一部助成

☆耐震一次診断（簡易診断）の費用全額

☆簡易診断で改修必要とされた建築物は

耐震二次診断費用の一部助成（上限１０万円）

耐震改修工事費用の１/２助成（上限５０万円）


